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農山漁村６次産業化対策事業業務規程 

 

24 食流機構第 51 号 

平成 24 年４月５日 

24 食流機構第 286 号 

一部改正 平成 24 年８月 15 日 

25 食流機構第 107 号 

一部改正 平成 25 年 3 月 21 日 

25 食流機構第 602 号 

一部改正 平成 25 年 10 月 3 日 

26 食流機構第 5 号 

一部改正 平成 26 年 1 月 28 日 

 

 

 

第１ 目的 

１ この業務規程は、公益財団法人食品流通構造改善促進機構（以下「機構」という。）が食

と農 林漁業の再生を図るため、農山漁村６次産業化対策事業の実施に関する基本的事項を

定め、もって業務の適切な運営に資することを目的とする。 

 ２ この農山漁村６次産業化対策事業業務規程（以下「業務規程」という。）に基づいて交付  

される助成金については、食品流通構造改善緊急対策事業等実施要領（平成４年７月 22 日付

け４食流第 2349 号農林水産事務次官依命通知以下「実施要領」という。）及び食品流通構造

改善緊急対策事業等補助金交付要綱（平成４年７月 22 日付け４食流第 2350 号農林水産事務

次官依命通知）に定めるもののほか、この業務規程によるものとする。 

 

第２ 事業の種類 

  この業務規程に定める事業は、次のとおりとする。 

 １ 農山漁村６次産業化緊急対策推進事業 

（１）６次産業化推進整備事業 

 （２）緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 

 ２ ６次産業化推進事業 

    連携施設整備事業 

  

第３ 事業の内容 

  農山漁村６次産業化対策事業は、次に掲げるとおりとする。 

 １ 農山漁村６次産業化緊急対策推進事業 

 （１）６次産業化推進整備事業 

機構は、農林漁業者団体等が６次産業化を推進するために必要な農林水産物の加工・販

売のための機械・施設、農林水産物の生産のための機械・施設の整備に要する経費の２分

の１に相当する額以内を助成する。 

（２）緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 

機構は、民間、大学、独立行政法人等の総力を結集し、農林水産業の成長産業化に必要

な先進的な技術の実用化を推進するため、「緑と水の環境技術革命総合戦略」の重点分野

等に位置付けられた技術等、事業化が見込まれる新技術について、開発段階から実証段階

に進む過程の技術実証に必要な実証施設の整備に要する経費の２分の１に相当する額以内
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を助成する。 

  

２ ６次産業化推進事業 

連携施設整備事業 

機構は、農林漁業者と多様な業種の事業者が連携して行う地産地消等の取組（地域資源  

を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律（平成 22 年法律第 67 号。以下「六次産業化・地産地消法」という。）第５条又は第

６条の規定に基づく認定又は変更の認定を受けた総合化事業計画（以下「認定総合化事業

計画」という。）及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法

律（平成 20 年 5 月法律第 38 号。以下「農商工等連携促進法」という。）第４条又は第５

条の規定に基づく認定又は変更の認定を受けた農商工等連携事業計画（以下「認定農商工

等連携事業計画」という。）に基づく取組に必要となる大規模な加工販売施設・機械の整

備等に要する経費の２分の１に相当する額以内を助成する。  

 

第４ ６次産業化対策事業勘定 

 １ 機構は、本事業を実施するため、「６次産業化対策事業勘定」を設ける。 

 ２ ６次産業化対策事業勘定は、本事業の事業実施主体への経費の支払いに要する経費（以下

「事業費」という。）及び機構が本事業を実施するために必要な管理・運営に要する経費（以

下「管理運営費」という。）で構成される。 

 ３ 機構は、事業費及び管理運営費の経理を区分して整理するものとし、それぞれの経費の相  

互間における流用はしてはならない。 

 ４ ６次産業化対策事業勘定は、金融機関による決済性預金により安全・確実に管理する。 

 

第５ 審査委員会 

 １ 機構は、本事業の円滑かつ安全な運営を図るため、本事業の事業内容を踏まえ、審査に関  

する学識経験等を有し、公正中立の立場を堅持できる専門家の中から委員を委嘱し、農山漁  

村６次産業化対策事業実施者選定審査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、開催す  

るものとする。 

 ２ 委員会は、公募要領及び審査基準を作成するとともに、公募に伴う事業実施候補者の選定  

審査を行うものとする。 

 

第６ 事業実施候補者の選定手続 

 １ 機構は、公募により、事業実施主体を決定するものとする。 

 ２ 機構は、１の決定をする場合には、第５で定める委員会による選定審査を実施し事業実施  

候補者を選定する。  

 

第７ 事業実施計画の承認及び変更 

 １ 事業実施主体は、第８に掲げる交付申請をする際にはあらかじめ、次に掲げるとおり、事  

業実施計画書を作成し、承認を受けるものとする。 

 （１）６次産業化推進整備事業 

 事業実施主体は、別記１の第７及び第 10 に従い、事業実施計画書及び費用対効果分析を

作成の上、機構に提出し承認を受けるものとする。  

（２）緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 

 事業実施主体は、別記２の第６に従い事業実施計画書を作成の上、機構に提出し承認を

受けるものとする。  
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 （３）６次産業化推進事業 

 連携施設整備事業 

事業実施主体は、別記６の１の第７に従い事業実施計画書を作成の上、機構に提出し

承認を受けるものとする。 

 

 ２ 機構は、１で提出のあった事業実施計画を承認又は変更の承認をしようとするときは、事  

業毎に次に掲げる協議対象者に協議するものとする。 

区分 協議対象者 主な協議内容 

１ ６次産業化推進整備事業 実施要領に定め

る協議対象者 
注１及び注２のとおりとする。 

２ 緑と水の環境技術革命プロジェクト

事業 

食料産業局長 公募要領別表１の第２「趣旨」

に照らし妥当なものであるか。 

３ 連携施設整備事業 実施要領に定め

る協議対象者 
注１及び注２のとおりとする。 

 

 （注１）当該応募者が認定総合化事業計画に従って六次産業化法第３条第４項に定める総合化

事業に係る取組を実施する者である場合、応募書類の内容が認定総合化事業計画の内容

に照らし妥当なものであるか。 

 （注２）当該応募者が認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携法第２条第４項に定め

る農相工等連携事業のうち新商品の生産に係る取組を実施する者である場合、応募書類

の内容が認定農商工等連携事業計画の内容に照らし妥当なものであるか。 

 

第８ 助成金の交付手続 

 １ 交付申請 

   事業実施主体は、別記様式第１号により、農山漁村６次産業化対策事業助成金交付申請書  

を作成の上、機構に提出するものとする。 

 ２ 交付決定 

      機構は、農山漁村６次産業化対策事業助成金交付申請書の内容が本事業の趣旨に照らし適  

正なものであると認められるときは、当該助成金の交付決定を行うものとする。 

 ３ 概算払 

   事業実施主体は、助成金の概算払請求をしようとするときは、別記様式第２号の概算払請  

求書を機構に提出するものとする。 

 ４ 変更承認申請 

      事業実施主体は、助成金の交付決定があった後において、別紙に掲げる重要な変更を行う  

場合には、別記様式第３号の助成金変更承認申請書を機構に提出するものとする。 

 ５ 実績報告及び精算払 

（１）事業実施主体は、事業が完了したとき（事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）   

は、事業を完了した日から起算して１月又は翌年度の４月 20 日のいずれか早い日までに、   

別記様式第４号により農山漁村６次産業化対策事業助成金実績報告（兼精算払請求）書を   

作成の上、機構に提出するものとする。 

 （２）機構は、農山漁村６次産業化対策事業助成金実績報告（兼精算払請求）書における事業

の内容が１の農山漁村６次産業化対策事業助成金交付申請書の内容に沿った事業が行われ

たものと認められるときは、事業実施主体に対し、額の確定及び精算払いを行うものとす

る。 
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第９  交付決定の条件 

  機構は、業務規程で定める助成事業に係る交付決定をする場合には、次の条件を付するもの

とする。 

 １ 助成金の交付の対象となる事業を行う者が当該助成事業を中止し、又は廃止しようとする  

場合には、あらかじめ機構会長の承認を受けなければならないこと。 

 ２ 事業実施主体が第８の４に掲げる変更をするときは、機構会長の承認を受けなければなら  

ないこと。 

 ３ 第２の助成事業を行う事業実施主体にあっては、別記１の第３、別記２の第３の２又は別

記６－１の第３において導入する機械等については、善良なる管理者の注意をもって管理す

るとともに、助成金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。 

 ４ 助成事業を行う者は、助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに機構会長  

に報告してその指示を受けなければならないこと。 

 ５ 助成金に係る消費税等相当額の取扱いについては、次に掲げる条件に従わなければならな

いこと。 

 （１）事業実施主体が第８の１の交付申請書を提出するにあたり、当該助成金に係る仕入れに   

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、   

消費税法（昭和 63 年法律 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部   

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗   

じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額という。以下同じ。）がある場合には、   

これを当該助成金の交付申請額から減額して申請するものとする。ただし、申請時におい   

て当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではな   

い。 

 （２）事業実施主体は、（１）のただし書により助成金の交付申請をした場合において、第８   

の５の（１）の実績報告書を提出するにあたって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税   

等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して報告するものとする。 

 （３）事業実施主体は、（１）のただし書により助成金の交付申請をした場合において、（２）   

の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入   

れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別記様式第５号の消費税仕入控除税額報告   

書を速やかに機構会長に提出するとともに、その金額（（２）の規定により減額した場合   

は、その減じた金額を上回る部分の金額）を機構に返還しなければならない。 

 ６ 事業実施主体は、助成事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般  

の競争に付さなければならない。ただし、助成事業の運営上、一般の競争に付すことが困難  

又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができるものとする。 

 

第 10 事業実施状況の報告 

   事業実施主体は、助成金の交付のあった年度の各四半期の末日現在において別記様式第６  

号により助成金遂行状況報告書を作成し、当該四半期終了後の翌月末までに機構会長に提出  

するものとする。 

 

第 11 助成金の返還等 

 １ 機構は、事業実施主体が助成金を他の用途に使用するなど、助成金の交付決定の内容若し

くはこれに付した条件その他法令等又は機構の指示に違反したときは、助成金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ２ １の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用が  

あるものとする。 
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 ３ 機構は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部

分に関する助成金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければな  

らない。 

 ４ 機構は、事業実施主体に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を  

超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 

 ５ 事業実施主体は、３及び４の規定による取消しに関し、助成金の返還を求められたときは、  

機構が別に定めるところにより納付しなければならない。 

 

第 12 財産の処分の制限等 

 １ 第２の事業を行う事業実施主体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した機械等に

ついて、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用

年数に相当する期間において、交付の目的に反し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供しようとする場合には、あらかじめ機構会長の承認を受けなければならない。 

 ２ 機構は、１の承認により、事業実施主体が取得財産等を処分することにより、収入があり、

又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。  

 

第 13 帳簿等の整備保管等 

 １ 事業実施主体は、機構の助成事業に係る経理については、他と明確に区分して経理すると  

ともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管するものとし、その保管期間  

は、当該助成事業が終了した年度の翌年度から起算して５年間とする。ただし、助成事業に

より取得し、又は効用の増加した財産がある場合には処分制限期間を経過するまでの間、別

記様式第７号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 ２ 民間団体のうち公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法  

人は、別記様式第８号によりこの助成金に係る助成金等支出明細書を作成し、別記様式第９  

号による助成金等概要報告書を添付した上で、計算書類と併せて事務所に備え付け公開する  

とともに、助成金の交付を受けた年度の翌年度の６月 10 日までに機構会長に報告するもの  

とする。 

 ３ 機構は、助成事業が適切に行われるために必要と認める場合には、事業実施主体に対し、  

報告を徴し、若しくは調査し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができるものとす  

る。 

 

第 14 事業別事項 

   その他、それぞれの事業ごとに定める事項については、次に掲げるとおりとする。 

 １ 農山漁村６次産業化緊急対策推進事業 

 （１）６次産業化推進整備事業（別記１）    

 （２）緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（別記２） 

 ２ ６次産業化推進事業 

連携施設整備事業（別記６の１） 

 

 附則 

 この業務規程は、農林水産省食料産業局長の承認のあった日（平成 24 年 4 月 5 日）から施行す

る。 

  附則 

  この業務規程の変更は、農林水産省食料産業局長の承認のあった日（平成 24 年 8 月 15 日）か

ら施行する。 
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 附則 

 この業務規程の変更は、農林水産省食料産業局長の承認のあった日（平成 25 年 3 月 21 日）か

ら施行する。 

附則 

 この業務規程の変更は、農林水産省食料産業局長の承認のあった日（平成 25 年 10 月 3 日）か

ら施行する。 

附則 

 この業務規程の変更は、農林水産省食料産業局長の承認のあった日（平成 26 年 1 月 28 日）か

ら施行する。 
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別紙 

経   費 
重要な変更 

経費配分の変更 事業の内容の変更 

 

Ⅰ ６次産業化推進整備事業費 

 １ 農林水産物等の加工・流通・販売のために必要な施設 

 （１）農林水産物等集出荷貯蔵のために必要な施設 

 （２）農林水産物処理加工のために必要な施設 

 （３）農林水産物の高付加価値化及び、地域の生産・加工との連携を図る農林水産物等

の総合的な販売施設 

 （４）捕獲獣肉等提供のために必要な施設 

 （５）収穫後用病害虫防除のために必要な施設 

 （６）未利用資源活用のために必要な施設 

 （７）（１）～（６）の附帯施設 

 ２ 農林水産物等の生産のために必要な施設等 

 （１）簡易土地基盤整備 

 （２）農業用水のために必要な施設 

 （３）営農飲雑用水のために必要な施設 

 （４）高生産性農業用のために必要な施設 

 （５）乾燥調製貯蔵のために必要な施設 

 （６）育苗のために必要な施設 

 （７）水産用種苗生産・蓄養殖のために必要な施設 

 （８）高品質堆肥製造のために必要な施設 

 （９）新技術活用種苗等供給のために必要な施設 

 （10）特用林産物生産のために必要な施設 

 （11）農林水産物運搬のために必要な施設 

 （12）特認施設 

 （13）（１）～（12）の附帯施設 

 

 

１ 経費の欄に掲げる施設等又は

２以上の設計となる場合は設計

単位（以下「施設等又は設計単

位」という。）ごとの経費の30

％を超える増減 

 

２ 施設等又は設計単位ごとの工

事雑費以外の経費 から工事雑

費への流用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業実施主体の変更 

 

２ 施設等の新設又は廃止 

 

３ 施行箇所及び設置場所

 の変更 

 

４ 施設等又は設計単位ご

 との事業量の30％を超え

 る増減 
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 ３ 食品の加工・販売のために必要な施設 

 （１）食品産業事業者が自ら行う食品の加工・販売のために整備する施設 

 （２）（１）の附帯施設 

 ４ 既に認定を受けた認定総合化事業計画に従って実施する取組であって、次に掲げる

施設 

 （１）農林水産物販売施設 

 （２）地域食材供給施設 

 （３）農林水産物販売施設と一体的に整備する交流施設 

 （４）（１）～（３）の附帯施設 

 

Ⅱ 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業費 

 １ 未利用バイオマス利活用の実現に向けた実証施設一式 

 ２ 藻類等の培養及び加工利用の実現に向けた実証施設一式 

 ３ 生物機能の高度利用の実現に向けた実証施設一式 

 ４ クロマグロ等の完全養殖の実現に向けた実証施設一式 

 ５ 農林水産物の高度生産管理システム構築に向けた実証施設一式 

 ６ 超長期鮮度保持技術の実現に向けた実証施設一式 

 ７ その他農林漁業・食品産業に導入することで新事業創出に有効な革新的新技術の実

用化に向けた実証施設一式及び１から７までに掲げる実証施設の付帯施設 

 

  なお、実証施設一式及び付帯施設の経費とは次をいう。 

  ① 工事費 

   直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等実証施設整備に必要な経費 

  ② 測量及び試験費 

   工事に必要な調査、設計、測量及び試験等に必要な経費（コンサルタント等に委託

する場合の経費を含む。） 

  ③ 機械器具費 

   機械器具の購入に必要な経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経費の欄に掲げる１から７ま

での経費の30%を超える増減 

 

２ 経費の欄に掲げる１から７ま

での経費の相互間におけるそれ

ぞれの経費の増減 

 

 

 

 

 

①工事費、②測量及び試験費、③

機械器具費の相互間におけるそれ

ぞれの経費の30%を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業実施主体の変更 

 

２ 施設等の新設又は廃止 

 

３ 事業実施場所の変更 
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Ⅲ ６次産業化推進事業費 

 連携施設整備事業 

（１）農林水産物等の加工・流通・販売のために必要な施設 

   ① 農林水産物等集出荷貯蔵のために必要な施設 

   ② 農林水産物処理加工のために必要な施設 

   ③ 農林水産物の高付加価値化、地域の生産・加工との連携を図る農林水産物等の総

合的な販売施設・地域食材提供施設 

    ④ 捕獲獣肉等提供のために必要な施設 

   ⑤ 収穫後用病害虫防除のために必要な施設 

     ⑥ 未利用資源活用のために必要な施設（売電を目的とする取組を除く） 

    ⑦ ①～⑥の附帯施設 

（２） 農林水産物等の生産のために必要な施設等 

   ① 簡易土地基盤整備 

    ② 農業用水のために必要な施設 

    ③ 営農飲雑用水のために必要な施設 

    ④ 高生産性農業用のために必要な施設 

    ⑤ 乾燥調製貯蔵のために必要な施設 

    ⑥ 育苗のために必要な施設 

    ⑦ 水産用種苗生産・蓄養殖のために必要な施設 

    ⑧ 高品質堆肥製造のために必要な施設 

    ⑨ 新技術活用種苗等供給のために必要な施設 

    ⑩ 特用林産物生産のために必要な施設 

    ⑪ 農林水産物運搬のために必要な施設 

   ⑫ 未利用資源活用のために必要な施設（売電を目的とする取組を除く） 

    ⑬ 特認施設 

     ⑭ ①～⑬の附帯施設 

 

 

１ 経費の欄に掲げる施設等 又

は設計単位ごとの経費の30％を超

える増減 

 

２ 施設等又は設計単位ごとの工

事雑費以外の経費から工事雑費へ

の流用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業実施主体の変更 

 

２ 施設等の新設又は廃止 

 

３ 施行箇所及び設置場所の

 変更 

 

４ 施設等又は設計単位ごと

 の事業量の30％を超える

 増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


